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【民  法  問題】  

  

次の文章を読んで、〔設問１〕および〔設問２〕に答えなさい。  

 

〔事実１〕  

 Ａは、２０２３年４月１日、美術商Ｂから絵画甲（以下「甲」という。）を代

金１２０万円で購入した。売買代金は同日に全額支払われたが、甲の引渡しに関

しては、Ａが甲を保管する場所を確保するまではＢが保管をすることとされ、と

りあえず同日に占有改定による引渡しを受けた。同年４月１５日、Ｂと長年取引

をしているＣは、甲が売却された噂を聞き、Ｂに対して甲を１５０万円で買い取

る旨を伝えた。これまでもＢの商品を継続的に購入していたＣからの依頼とあっ

て、Ｂは断ることができず、同日ＢはＣに対して甲を１５０万円で売却する契約

を締結した。この契約時に代金全額が支払われ、甲はＣが自宅へ持ち帰った。  

 ２０２３年５月１５日、Ａは甲の保管場所を確保できたことからＢに対して甲

の引渡しを求めたところ、甲はＣに売却され、すでに引き渡されたことを知った。 

 

〔設問１〕  

Ａは、Ｃに対して甲の引渡しを求めて訴えを提起した。Ａの訴えは認められる

か。  

 

〔事実２〕  

 Ｘは、Ｙが所有する山林乙（以下「乙」という。）につき、Ｙとの間で贈与契

約（以下「本件契約」という。）を締結した。ただし、本件契約は口頭でされた

ものであり、書面によらない贈与であった。  

 本件契約から１年経過した後も、Ｙは乙の引渡しをせず、乙の所有権移転登記

手続もしようとしない。そこで、ＸがＹに対して履行の催促をしたところ、Ｙは

「やっぱり気が変わったので本件契約を解除する。」とＸに伝えた。  

 

〔設問２〕  

（１）Ｘは、Ｙに対してこの本件契約に基づいて乙の引渡しおよび所有権移転登  

記手続を請求できるか。  

（２）事実２においてＹは、第三者Ｐからの強迫によって贈与契約の解除の意思

表示をしていたとする。この場合に、Ｘは、乙の引渡しおよび所有権移転登記手

続を請求できるか。Ｙ自身は解除の意思表示を取り消す意思はないことを前提に

検討しなさい。  
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［設問１］について  

 ＜出題趣旨・解説＞  

動産の物権変動に関する民法（以下、民法は略）１７８条の基本的知識を問う問題。  

動産に関する所有権移転に関しては、１７８条により引渡しが第三者対抗要件とさ

れている。この引渡しには、占有移転の方法について定める１８２条・１８３条・１

８４条所定の４つの移転方法全てが含まれる。本問のように、占有改定による引渡し

も引渡しに含まれるため、Ａは甲について所有権を取得し第三者対抗要件も備えてい

ることになる。従って、その後に現れたＣに対しては、自己の所有権を対抗し得る。

Ｃが１９２条により即時取得すると即時取得の効果である原始取得の反射的効果とし

てＡは所有権を失うが、本問では、Ｃは悪意である（又はＣに過失がある）ので、Ｃ

による即時取得が成立しないため、甲につき現実の引渡しを受けたＣに対しても、Ａ

は自己の所有権を主張して引渡しを請求できる。  

 ＜採点基準＞  

 ・動産の物権の譲渡に関する１７８条を挙げているか  

 ・１７８条の引渡しに占有改定が含まれるか  

 ・Ｃに即時取得が成立しないことの検討  

 ・Ｃが現実の引渡しを受けていることの法的意義の検討  

 ・ＡがＣに対して引渡しを請求できることの指摘  

 

［設問２］について  

 ＜出題趣旨・解説＞  

書面によらない贈与の解除についての基本的な知識を問う問題と、そこから解除の

意思表示が強迫によってされた場合に、贈与の相手方がこの強迫による意思表示を取

り消すことが可能なのかを問う問題。   

（１）については、民法（以下、民法は略）５５０条に明文の規定があるため、こ

れに基づいて、書面によらない贈与であり、解除の意思表示が有効であることを指摘

すれば良い。（２）については、自ら根拠条文等を考えて結論を導き出すことが求めら

れる問題である。強迫による意思表示の取消権者に関しては、１２０条２項により明
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記されており、「本人等」の明記されている者に限り、解除の取消しをなしうる。本問

では、本人Ｙが、第三者Ｐによる強迫を理由とした解除の取消しをせず、自由意思で

追認をした場合は、取消権を放棄したことになる。また、受贈者Ｘは１２０条２項に

含まれないから、Ｘから、贈与の解除の取消しはできない。なお、基本的には以上に

尽きるが、その他に、Ｘが、Ｙの債権者として、Ｙの有する取消権を代位行使すると

の構成は、Ｘに被保全債権がないこと等から困難と思われる。  

 ＜採点基準＞  

（１）  について  

 ・書面によらない贈与であることの指摘  

 ・Ｙの解除の意思表示が有効であることの指摘  

（２）  について  

 ・強迫による意思表示を取り消すことができるか  

 ・１２０条２項によるべきことの指摘  

 


